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ご来場の自粛検討のお願い
新型コロナウイルス感染拡大が長期化しております。多
くの株主様が集まる株主総会は、集団感染のリスクがあ
ります。当日のご来場は、感染防止のため自粛をご検討
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第75期定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について

新型コロナウイルス感染拡大が長期化しております。多くの株主様が集まる株主総会は、集団感染
のリスクがあります。当日のご来場は、感染防止のため自粛をご検討いただきますようお願い申しあ
げます。

当社では、株主様の健康と安全面を最優先に考え、新型コロナウイルスの感染防止に向けて下記の
とおりご案内申しあげますとともに、皆様のご理解ならびにご協力をお願い申しあげます。

[株主様へのお願い]
・ご来場なさらずに議決権を行使していただく方法として、同封の議決権行使書面（郵送）またはイ

ンターネットのご利用もご検討をお願い申しあげます。ご利用方法の詳細につきましては、２～３
ページをご参照ください。

・ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、来場をお控えいただくこと
を強くお勧めいたします。

・会場にて検温を実施させていただきます。37.5度以上の発熱が確認された方や体調不良と見受けら
れる方には、ご入場をお控えいただく場合がございます。

・会場にアルコール消毒液を設置いたします。ご入場の際には消毒液の使用とマスクの着用につい
て、ご協力をお願い申しあげます。

[当社の対応について]
・当社の役員および運営スタッフは、マスク着用で応対させていただきます。
・会場内にて体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフよりお声がけさせていただく場合が

ございます。
・株主様の座席は間隔を空けた配置としております。
・株主総会の議事は、時間短縮する方針でございます。目的事項に関するご質問以外はご遠慮いただ

きますようお願い申しあげます。
・ショールームの見学およびお土産の配布はいたしません。
・送迎バスの運行はいたしません。

当社では会場の感染防止策を可能な限り講じ徹底してまいりますが、株主総会へのご出席を予定ま
たは検討されている株主様におかれましては、健康と安全面から慎重なご判断をお願い申しあげま
す。なお、今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（ア
ドレス　https://www.fuji.co.jp/）においてお知らせいたします。
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証券コード　6134
2021年６月４日

株 主 各 位
愛 知 県 知 立 市 山 町 茶 碓 山 1 9 番 地

代表取締役社長 須原　信介

第75期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第75期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使することが

できますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年６月28日（月曜日）
午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月29日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 愛知県知立市山町茶碓山19番地　当社本店（７階大ホール）

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第75期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第75期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサ
イト（アドレス　https://www.fuji.co.jp/）に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼ら
ずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2021年６月29日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2021年６月28日（月曜日）
午後６時到着分まで

2021年６月28日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、3、4、5号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第2号議案
⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入
力する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法等が
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで ）

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により景気は大

幅に下押しされ、企業収益の悪化とともに設備投資は減少しました。なおも先行き不透明な状
況が続く一方、製造業には持ち直しの動きも見られました。世界経済は、中国では景気の回復
傾向が続きましたが、欧州および北米においては新型コロナウイルス感染拡大の影響により景
気は依然として厳しい状況で推移し、製造業の設備投資は低迷しました。

このような環境のなかで、当グループは、『お客様に感動を！』のコーポレートスローガン
のもと、ロボット技術を軸に時代を捉え未来を切り拓いていくことを成長戦略の基本とし、変
革にチャレンジしてまいりました。来たるべき未来を見据えた魅力ある製品の開発に取り組み、
主力の電子部品実装ロボットの分野では、電子部品実装工程の全自動化を目指し世界初の自動
部品補給システムを搭載したハイエンドモデル「ＮＸＴＲ」の市場投入を推し進め、工作機械
の分野では工作機械の切削および自動化における高い技術を集結させたロボット付き複合加工
機「ＧＹＲＯＦＬＥＸ　Ｔ４０００（呼称　ジャイロフレックス）」を発表しました。また、
コロナ禍の中、「ＷＥＢ　ＥＸＰＯ」の同時開催など万全な感染対策を施した上での内覧会開
催に加え、対面営業に頼らない「ＷＥＢ面談」の推進など新しい営業手法にも積極的に取り組
み、マーケットシェアの拡大に努めてまいりました。そのほか、コストと効率を同時に追求し
た生産体制を構築するとともに、ニューノーマル時代を踏まえたＤＸを積極的に取り入れるこ
とでペーパーレス化やＷＥＢ会議、テレワークの推進をはじめとする業務改革により固定費の
一層の削減などに取り組み、収益性の向上を目指してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,361億６千１百万円となり、前連結会計年
度と比べて48億６百万円（3.4％）減少しました。一方、営業利益は219億４百万円と、前連
結会計年度に比べて23億３千２百万円（11.9％）増加し、経常利益は232億２千４百万円と、
前連結会計年度に比べて31億５百万円（15.4％）増加しました。また、親会社株主に帰属する
当期純利益は171億６千７百万円となり、前連結会計年度と比べて22億４百万円（14.7％）増
加しました。
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事業別の状況は次のとおりであります。

ロボットソリューション事業
新型コロナウイルスの感染対策として世界各国で普及したテレワークなどの新たなライフス

タイルの定着を追い風に、中国・その他アジア地域からのパソコン、サーバー、さらにはこれ
ら電子機器製造に欠かせない電子部品生産用の設備需要増に加え、当社の主力市場である通信
機器関連も引き続き底堅く推移しました。一方、車載関連を中心とする欧米市場では新型コロ
ナウイルスの感染拡大による経済停滞の影響を受け軟調に推移しました。この結果、売上高は
1,255億６千９百万円となり、前連結会計年度と比べて21億９千３百万円（1.7％）減少しまし
た。一方、固定費の削減などにより、営業利益は263億７百万円となり、前連結会計年度と比
べて29億５千３百万円（12.6％）増加しました。

マシンツール事業
新型コロナウイルス感染症の再拡大による経済活動の制限、さらには自動車業界の低迷など

の影響により、日本国内・海外市場共に設備投資に対し慎重な姿勢が続きました。この結果、
売上高は78億６千６百万円となり、前連結会計年度と比べて29億７千３百万円（27.4％）減
少し、営業損益は13億２千４百万円の損失（前期：営業損失６億３千６百万円）となりまし
た。

その他の事業
制御機器製造、電子機器製造、画像処理開発などにつきましては、売上高は27億２千５百万

円となり、前連結会計年度と比べて３億６千万円（15.2％）増加しました。また、営業損益は
３百万円の損失（前期：営業損失０百万円）となりました。
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＜事業別の売上高＞

事 業 区 分
第74期

（2020年３月期）
第75期

（2021年３月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

ロボットソリューション事業 127,763 90.6 125,569 92.2 △2,193 △1.7

マ シ ン ツ ー ル 事 業 10,839 7.7 7,866 5.8 △2,973 △27.4

そ の 他 の 事 業 2,364 1.7 2,725 2.0 360 15.2

合 計 140,967 100.0 136,161 100.0 △4,806 △3.4

②　設備投資の状況
当グループでは、生産能力増強及び設備合理化、デジタル革命を先取りした次世代型製品の

開発、販売体制の強化等を目的として、生産設備や開発設備、販売設備に継続的に設備投資を
実施しております。当連結会計年度の設備投資金額の総額は78億５千６百万円（無形固定資産
を含む）であり、事業別では、ロボットソリューション事業においては73億１百万円の設備投
資を行いました。マシンツール事業、その他の事業、各事業に配分していない全社（共通）に
おける設備投資金額は僅少であります。

主な設備投資の内容は以下のとおりであります。
会社名

事業所名 所在地 事業の名称 設備の内容 設備投資額
（百万円）

当 社
本社及び本社工場

愛知県
知立市 ロボットソリューション事業 市場販売用

ソフトウェア 3,971

当 社
豊 田 事 業 所

愛知県
豊田市

ロボットソリューション事業
マシンツール事業 機械加工設備更新 830

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③　資金調達の状況
当社は、資金需要に対する機動性・安全性の確保及び財務リスクの低減を図るため、主要取

引金融機関と総額120億円の特定融資枠契約を締結しております。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 72 期
(2018年３月期)

第 73 期
(2019年３月期)

第 74 期
(2020年３月期)

第 75 期
(当連結会計年度)
(2021年３月期)

売 上 高(百万円) 120,032 129,104 140,967 136,161

経 常 利 益(百万円) 23,538 23,454 20,119 23,224

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 17,523 16,855 14,963 17,167

１株当たり当期純利益 (円) 195.04 184.52 163.81 184.26

総 資 産(百万円) 183,037 194,366 198,504 224,671

純 資 産(百万円) 151,412 161,624 167,939 194,556

１株当たり純資産額 (円) 1,655.29 1,767.30 1,834.76 2,014.41

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。
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②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ア ド テ ッ ク 富 士 45百万円 100％ 当社製品の製造・改造修理

株 式 会 社 エ デ ッ ク リ ン セ イ シ ス テ ム 40百万円 100 当社製品（電子部品実装ロボ
ット）関連ユニットの製造

フ ァ ス フ ォ ー ド テ ク ノ ロ ジ 株 式 会 社 450百万円 100 半導体製造装置の製造・販売

Ｆ Ｕ Ｊ Ｉ リ ニ ア 株 式 会 社 200百万円 67 リニアモータの開発・製造・
販売

フ ジ 　 ア メ リ カ 　 コ ー ポ レ イ シ ョ ン 1,000千米ドル 100 当社製品（電子部品実装ロボ
ット）の販売

フ ジ  マ シ ン  ア メ リ カ  コ ー ポ レ イ シ ョ ン 1,000千米ドル 100
(100) 当社製品（工作機械）の販売

フジ ヨーロッパ コーポレイション ゲーエムベーハー 1,022千ユーロ 100 当社製品（電子部品実装ロボ
ット）の販売

富 社 （ 上 海 ） 商 貿 有 限 公 司 12,737千元 100
当社製品（電子部品実装ロボ
ット）のメンテナンス・アフ
ターサービス

昆 山 之 富 士 機 械 製 造 有 限 公 司 161,035千元 100 当社製品の製造・販売

フ ジ 　 ド 　 ブ ラ ジ ル 　 マ キ ナ ス
イ ン ダ ス ト リ ア イ ス 　 リ ミ タ ー ダ 6,052千伯レアル 60 当社製品（電子部品実装ロボ

ット）の販売

フ ジ 　 イ ン デ ィ ア 　 コ ー ポ レ イ シ ョ ン
プ ラ イ ベ ー ト 　 リ ミ テ ッ ド 31,000千印ルピー 100

(1)
当社製品（電子部品実装ロボ
ット）のアフターサービス・
代理店サポート

（注）１．当社の出資比率の括弧内は、間接所有割合を内数で記載しております。
２．連結子会社でありましたタワーファクトリー　ゲーエムベーハーは、2020年８月24日付で連結子会

社であるフジ　ヨーロッパ　コーポレイション　ゲーエムベーハーを存続会社とする吸収合併により
消滅したため、重要な子会社から除外しております。

－ 8 －
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⑷　対処すべき課題
当グループは「デジタル革命を先取りした次世代型商品の開発ならびに生産・販売革新により業界

No.1ブランドを築く」をコーポレートビジョンとして掲げ、2021年度にスタートさせた新中期経営
計画を軸に、以下のような取り組みを行ってまいります。

①ＤＸを活用した事業戦略の推進
②ＳＤＧｓを意識した事業展開
③旗艦機種の浸透
④コストの徹底追求
⑤健康経営の促進

事業ごとおよび財務面における対処すべき課題については、それぞれ以下のとおりです。

ロボットソリューション事業
ハイエンドモデル「ＮＸＴＲ」をはじめとする旗艦機種の拡販に取り組み、市場シェアの拡大を図っ

てまいります。ＤＸ・自動化の推進として、ＥＣサイトの充実、既存製品への自動化機能の追加、Ａ
ＧＶやロボットなどの導入による生産の効率化や、ＤＸを活用した生産スケジュール管理による利益
率向上を目指してまいります。また、「ＦＵＪＩ Ｓｍａｒｔ Ｆａｃｔｏｒｙ」を中心とするトータルソリ
ューションやサービスの提案も推進してまいります。さらに、ファスフォードテクノロジ株式会社の
持つ半導体関連技術と当社の電子部品実装ロボットで培った独自技術の融合により、両分野にまたが
る新しい事業領域において新たな価値を創造し、シナジー効果を追求します。そのほか、電子部品実
装ロボット以外のロボット製品の拡販に取り組み、市場拡大を目指してまいります。

マシンツール事業
ロボット付き複合加工機「ＧＹＲＯＦＬＥＸ　Ｔ４０００」をはじめとする新機種の市場投入を推し進

め、製品ラインアップの拡充を図るとともに、新規顧客獲得に注力します。当社豊田事業所・中国・
北米の各拠点の連携強化および日本、アジア、欧州地域における商社活用に重点的に取り組んでまい
ります。また、デジタルツールを活用することで、新たな販路や市場の拡大を目指してまいります。

財務面
高水準の研究開発投資を継続するとともに、将来の成長に向けた周辺事業、新規事業への戦略的投

資や設備投資も積極的に実施していくことで、企業価値の増大を目指してまいります。また、持続可
能な社会の形成に向けた活動として、ＥＳＧ投資を積極的に推進してまいります。さらに株主価値向
上の観点から、収益性や資本効率の向上、継続的な株主還元にも経営の最重要政策として取り組み、
常に安定的な配当の維持・継続に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申しあげます。

－ 9 －
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⑸　主要な事業内容（2021年３月31日現在）

事 業 内 容 主 要 製 品

ロボットソリューション事業 電子部品実装ロボット、半導体製造装置

マ シ ン ツ ー ル 事 業 工作機械

そ の 他 の 事 業 制御機器、電子機器、画像処理開発

⑹　主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）

当 社
本　　社：愛知県知立市　本社工場：愛知県知立市
東京支店：東京都港区　　岡崎工場：愛知県岡崎市
大阪支店：大阪府吹田市　豊田事業所：愛知県豊田市

株 式 会 社 ア ド テ ッ ク 富 士 本　　社：愛知県岡崎市
株 式 会 社 エ デ ッ ク リ ン セ イ シ ス テ ム 本　　社：愛知県豊橋市
フ ァ ス フ ォ ー ド テ ク ノ ロ ジ 株 式 会 社 本　　社：山梨県南アルプス市
Ｆ Ｕ Ｊ Ｉ リ ニ ア 株 式 会 社 本　　社：愛知県知立市
フ ジ 　 ア メ リ カ 　 コ ー ポ レ イ シ ョ ン 本　　社：米国イリノイ州バーノンヒル
フジ　マシン　アメリカ　コーポレイション 本　　社：米国イリノイ州バーノンヒル
フジ　ヨーロッパ　コーポレイション　ゲーエムベーハー 本　　社：独国ケルスターバッハ
富 社 （ 上 海 ） 商 貿 有 限 公 司 本　　社：中国上海
昆 山 之 富 士 機 械 製 造 有 限 公 司 本　　社：中国昆山
フジ ド ブラジル マキナス インダストリアイス リミターダ 本　　社：ブラジル国サンパウロ州サンパウロ
フジ インディア コーポレイション プライベート リミテッド 本　　社：インド国ハリヤナ州グルグラム

（注）連結子会社でありましたタワーファクトリー　ゲーエムベーハーは、2020年８月24日付で連結子会社で
あるフジ　ヨーロッパ　コーポレイション　ゲーエムベーハーを存続会社とする吸収合併により消滅いた
しました。
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⑺　使用人の状況（2021年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 別 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

ロ ボ ッ ト ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 1,903名 +32名

マ シ ン ツ ー ル 事 業 345 △18

そ の 他 の 事 業 109 +7

全 社 （ 共 通 ） 165 +8

合 計 2,522 +29

（注）　使用人数は就業員数であります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,712名 +23名 42.8歳 17.9年

（注）　使用人数は就業員数であります。

⑻　主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 390,000,000株

②　発行済株式の総数 97,823,748株

③　株主数 6,983名

④　大株主（上位10名）
株　主　名 持株数 持株比率

千株 ％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,289 6.52

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 4,811 4.98

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,272 4.43

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 4,130 4.28

Ｆ Ｕ Ｊ Ｉ 取 引 先 持 株 会 3,089 3.20
N O R T H E R N  T R U S T  C O . ( A V F C )
R E  I E D U  U C I T S  C L I E N T S  N O N
LENDING 15  PCT TREATY ACCOUNT

2,364 2.45

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 1,554 1.61

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,483 1.53
B B H  B O S T O N  C U S T O D I A N  F O R
N E X T  G E N E R A T I O N  C O N N E C T I V I T Y
A S I A  F U N D  A  S E R I E S  T  6 2 1 0 5 2

1,395 1.44

S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D
T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 0 0 1 1,219 1.26

（注）１．当社所有の自己株式（1,390,652株）については、上記上位10名の株主から除外しております。
２．持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は自己株式を控除して計算し小数点第３位以下を切り捨てて

表示しております。
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⑵　新株予約権等の状況
該当事項はありません。

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 曽 我 信 之

代 表 取 締 役 社 長 須 原 信 介

取 締 役
常 務 執 行 役 員 江 崎 　 一

マシンツール事業本部本部長、営業部部長
フジ マシン アメリカ コーポレイション 会長
昆山之富士機械製造有限公司 董事長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 杉 浦 昌 明

ロボットソリューション事業本部本部長、
富社（上海）商貿有限公司 董事長
フジ インディア コーポレイション プライベ
ート リミテッド会長

取 締 役
執 行 役 員 加 納 淳 一 経営管理部部長、経理部部長

取 締 役 川 合 伸 子 川合伸子法律事務所 代表者
イビデン株式会社 社外取締役

取 締 役 玉 田 秀 彰

取 締 役 水 野 象 司

常 勤 監 査 役 畔 柳 泰 明

監 査 役 松 田 茂 樹
松田公認会計士事務所 代表者
税理士法人あいき 代表者
ローランドディー.ジー.株式会社 社外監査役

監 査 役 山 　 下 　 佳 代 子 山下公認会計士事務所 代表者
株式会社ソトー 社外監査役

－ 13 －
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（注）１．取締役川合伸子、玉田秀彰及び水野象司の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役松田茂樹及び山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。
３．監査役松田茂樹及び山下佳代子の両氏は、公認会計士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有しております。
４．2020年８月31日をもって、巽光司氏は取締役を辞任いたしました。なお、退任時における担当は経

理部部長でありました。
５．当社は、取締役川合伸子、玉田秀彰及び水野象司の各氏、監査役松田茂樹及び山下佳代子の両氏を東

京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ており
ます。

②　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、いずれも法令が定める額としております。

③　取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数
(人)固定報酬

業績連動給

全社 個人
取締役
（うち社外取締役）

340
（21）

245
（21）

85
（－）

10
（－）

10
（3）

監査役
（うち社外監査役）

35
（16）

35
（16）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合計
（うち社外役員）

375
（38）

280
（38）

85
（－）

10
（－）

13
（5）

（注）１．上記には、2020年６月26日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、2020
年８月31日をもって辞任した取締役１名を含んでおります。

２．使用人兼務取締役の使用人分給与相当額はありません。
３．業績連動報酬等に係る業績指標は「連結営業利益」・「連結ROE」であり、その実績は2020年３月

期の連結営業利益19,571百万円、連結ROE9.1%であります。当該指標を選択した理由は継続的な事
業活動の結果が反映された指標として重視していることならびに業績及び企業価値の向上への動機付
けへ繋がるからであります。当社の役員報酬制度は、各役位に対する「固定報酬」に、全社及び個人
に対する「業績連動給」をそれぞれ加味して最終的な報酬を決定し、定期同額給与としております。

－ 14 －
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役位別報酬比率は以下のとおりです。

役位 固定報酬
業績連動給

全社 個人
代表取締役 会長/社長 67% 33% 0%
取締役 会長/社長 67% 33% 0%
取締役 副社長 執行役員 59% 31% 10%
取締役 専務    執行役員 61% 28% 11%
取締役 常務    執行役員 63% 26% 11%
取締役           執行役員 65% 24% 11%
常勤監査役 100% 0% 0%
社外取締役 100% 0% 0%
非常勤監査役 100% 0% 0%

「固定報酬」については業績悪化等の際には上表に関わらず減額することもあります。また、業績連
動給は、当社が経営指標として重視しております「連結営業利益」・「連結ＲＯＥ」の前年度実績を
考慮し各年度で増減させる、業績に応じた報酬である「業績連動給(全社)」と、各役員の個人業績評
価である「業績連動給(個人)」から構成されております。「業績連動給(全社)」は、生み出された成
果・業績に対して処遇するものであり、役位が大きくなるほど配分が大きくなるよう設定することで、
高い役位に対してより高い成果・業績責任を求める内容になっております。一方、「業績連動給(個
人)」とは、全社課題、部門課題における各役員の個人業績に対する成果・貢献について評価をするも
ので、役員自らが中期経営計画や事業部方針、部門方針等を鑑み設定した課題の達成度に加え、戦略、
業務、人・組織の視点から業務執行能力を代表取締役が評価しております。なお、常勤監査役、社外
取締役、非常勤監査役については、「業績連動給(全社)」ならびに「業績連動給(個人)」の対象外と
なっております。

ロ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
ります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方
法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確
認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
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１．基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各
職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、各役位に対する「固定報酬」、
全社及び個人に対する「業績連動報酬」を支給する。
なお、2021年6月29日開催予定の第75期定時株主総会において「取締役（社外取締役
を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が承認可決されるこ
とを前提に、「固定報酬」の一部を代えて「譲渡制限付株式報酬」にて支給すること
とする。
社外取締役については、その職務に鑑み「固定報酬」のみとし「業績連動報酬」及び
「譲渡制限付株式報酬」は支給しない。

２．取締役の個人別の「固定報酬」の額、「業績連動報酬」の額、及び「譲渡制限付株式
報酬」の額または株式数に対する割当の決定に関する方針
取締役の「固定報酬」については、役位、職責、在任年数、当社の業績、さらには従
業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
取締役の「業績連動報酬」については、当社が経営指標として重視している「連結営
業利益」・「連結ROE」の前年度実績を考慮し、業績に応じた「業績連動給（全社）」
と、各取締役の個人業績評価に基づく「業績連動給（個人）」から構成される。
なお、2021年6月29日開催予定の第75期定時株主総会において「取締役（社外取締役
を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が承認可決されるこ
とを前提に、第62期定時株主総会（2008年6月27日開催）で承認可決された取締役報
酬額である年額450百万円の20％に相当する90百万円を上限に「譲渡制限付株式報
酬」にて支給することとする。「譲渡制限付株式報酬」についての概要は以下のとお
りとする。
・譲渡制限付株式報酬の上限　　　　総額90百万円（１年間あたり）
・付与する株式数の上限　　　　　　　50,000株（１年間あたり）
・付与開始時期　　　　　　　　　　　2021年７月以降
・譲渡制限期間　　　　　　　　　　　退任日まで
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なお、次期（第76期）事業年度より、取締役の個人別の報酬については、2021年４
月に新設した取締役会の任意の諮問機関である諮問委員会における答申の内容を踏ま
え、株主総会において承認された報酬総額の範囲内で、取締役会により「固定報酬」
の額、「業績連動報酬」の額、「譲渡制限付株式報酬」の額ならびに割当株式数を決
定する。「固定報酬」及び「業績連動報酬」は毎月支給し、「譲渡制限付株式報酬」
は毎年一定の時期に支給する。
取締役の種類別の報酬割合については、諮問委員会における答申の内容を踏まえ、取
締役会が決定することとする。

３．取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2008年６月27日開催の第62期定時株主総会において年額
450百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、
８名です。

４．監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の第60期定時株主総会において年額
60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、
４名です。

ハ．社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役川合伸子氏は、川合伸子法律事務所の代表者を兼務しております。なお、当社は川
合伸子法律事務所との間には特別の関係はありません。

・監査役松田茂樹氏は、松田公認会計士事務所及び税理士法人あいきの代表者を兼務してお
ります。なお、当社は松田公認会計士事務所及び税理士法人あいきとの間には特別の関係
はありません。

・監査役山下佳代子氏は、山下公認会計士事務所の代表者を兼務しております。なお、当社
は山下公認会計士事務所との間には特別の関係はありません。
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ロ．他の法人等の社外役員等として重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役川合伸子氏は、2017年６月にイビデン株式会社の社外取締役に就任しております。

当社とイビデン株式会社との間には特別の関係はありません。
・監査役松田茂樹氏は、2015年６月にローランドディー.ジー.株式会社の社外監査役に就任

しております。当社とローランドディー.ジー.株式会社との間には特別の関係はありません。
・監査役山下佳代子氏は、2015年６月に株式会社ソトーの社外監査役に就任しております。

当社と株式会社ソトーとの間には特別の関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役　　川　　合　　伸　　子 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました。

弁護士としての豊富な専門知識と経験を活かし、取締役会において積極的
に意見を述べております。特に、コンプライアンス、ジェンダーなどに関
連する事項には、適宜質問を行い、必要に応じて助言・提言を行っており
ます。

取締役　　玉　　田　　秀　　彰 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたしました。
経営全般と営業分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な
立場から質問を投げ掛けたり、社内風土に対する理解を高める努力をする
と共に、具体的な経験談や他社事例を交えながら、当社およびグループ会
社の経営に対する助言・提言を積極的に行っております。

取締役　　水　　野　　象　　司 2020年６月26日就任以降に開催された取締役会10回のうち10回に出席
いたしました。経営全般と営業分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基
づき、客観的な立場から質問を投げ掛けたり、社内風土に対する理解を高
める努力をすると共に、具体的な経験談や他社事例を交えながら、当社お
よびグループ会社の経営に対する助言・提言を積極的に行っております。

監査役　　松　　田　　茂　　樹 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会14回のう
ち14回に出席いたしました。主に公認会計士・税理士としての専門的見地
から、適宜必要な発言を行っております。

監査役　　山　　下　　佳　代　子 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会14回のう
ち14回に出席いたしました。主に公認会計士・税理士としての専門的見地
から、適宜必要な発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議が
あったものとみなす書面決議が１回ありました。
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任あずさ監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 65百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 65

（注）１．当社の子会社のうち、フジ　ヨーロッパ　コーポレイション　ゲーエムベーハー、富社（上海）商貿
有限公司、昆山之富士機械製造有限公司、フジ　ド　ブラジル　マキナス　インダストリアイス　リ
ミターダ及びフジ　インディア　コーポレイション　プライベート　リミテッドは当社の会計監査人
以外の監査法人の法定監査を受けております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を
報告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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⑸　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他

会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という
統制目的を達成するため、企業行動憲章を定め、取締役は自ら率先垂範して、使用人への
周知徹底を図る。

ロ．コンプライアンスの全社的な統括推進組織として、代表取締役を最高責任者とした「リス
ク・コンプライアンス委員会」を設置する。

ハ．財務報告に係る内部統制の構築、整備、運用、評価を統括することを目的に、代表取締役
を最高責任者とする「内部統制会議」を設置する。

ニ．監査部は、各部門の業務の執行状況が法令、定款及び社内諸規程に基づき、適正かつ合理
的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告する。

ホ．取締役及び使用人の職務の執行に係るコンプライアンス違反について通報窓口を設ける。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報は「文書保存管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に記
録し、保存するとともに、取締役及び監査役が常時、閲覧可能な状態に管理する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、各部門におけるリスク管理体制の整備を

支援し、全社的な視点から部門横断的なリスク管理体制の整備を推進する。
ロ．各部門は「リスク管理基本規程」に基づき、経営活動の遂行を阻害するリスクを組織的・

体系的に整理したうえで、それらの発生予防と発生時の損害を最小限にする。
ハ．監査部は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
ニ．企業の社会的責任に係る環境及び安全衛生等のリスクについては、「環境管理委員会」、

「安全衛生委員会」等を設置して、リスク管理に努める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図る

ため、執行役員制度を導入して、執行役員は代表取締役から権限委譲を受け、業務の執行
責任を果たす。
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ロ．取締役の職務の執行については、組織、職務権限及び業務分掌に関する規程等により、役
割・責任の範囲及び職務の執行手続を定める。

ハ．業務の執行に当たっては、年度の「経営方針」、「年間（中間）利益計画」を策定し、経
営目標を明確にするとともに、各部門は達成管理を行う。

⑤　当企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社を含めた経営業務執行会議を定期的に開催し、子会社の経営及び業務が適正に行わ

れていることを確認する。
ロ．監査部は、子会社の業務の執行が適正に行われ、子会社を含めたコンプライアンス体制及

びリスク管理体制が適正に運営されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告す
る。

⑥　監査役の職務の補助をすべき使用人及び当該使用人の独立性に関する事項
イ．監査役の職務を補助すべき使用人は設定しない。ただし、監査役の要求があれば、その都

度、代表取締役は監査部スタッフを対応させる。
ロ．監査役を補助する使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事異動・考課に

ついては、監査役の同意を得る。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．取締役及び使用人は、監査役の要求に応じて会社の業務の執行状況を監査役に報告する。
また取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、監
査役会に報告する。

ロ．監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ハ．監査役は会計監査人と定例的な報告会、往査の立会、口頭又は文書による情報交換のほか、

常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に意見や情報の交換を行い、それぞれの監査で得ら
れた内容を相互に共有することにより、監査業務の品質の向上に努め、効果的な改善を図
る。

ニ．取締役及び使用人はコンプライアンス違反に係る通報を監査役に速やかに報告する。

－ 21 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況



業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
毎月開催する経営業務執行会議、事業本部別に開催している事業本部会議等の会議体や社内教

育等を通じて、企業理念の浸透やコンプライアンスへの理解の向上を図る取り組みを行っており
ます。また、法令違反等の早期発見と未然防止を主な目的として内部通報体制の整備や、監査役
及び監査部による監査によってコンプライアンスの水準を向上させるよう努めております。

リスク管理に関する取り組みを強化するため、全社横断的な組織としてリスク・コンプライア
ンス委員会を設置しております。代表取締役を最高責任者とし、委員を各事業本部、部門の担当
役員等から選出して、所管業務に関するリスク管理を徹底するため、年に１回重点リスクを洗い
出し、その評価、対応方針を策定し、必要に応じコンプライアンス教育を実施しております。

監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、毎月監査役会を開催している他、監
査部や会計監査人との情報交換や代表取締役との定期会合を行っております。

⑹　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、将来の事業展開に伴う資金需要に配慮し

つつ、株主の皆様への継続的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、安定配当
の維持に努めてまいります。

内部留保金は、デジタル革命を先取りした次世代型製品の開発や生産体制の構築等、さらなる
成長・拡大のための積極的な投資に役立てるとともに、事業体質の改善・強化に充当する所存で
あります。

なお、当期の期末配当金につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、１株につき30
円にいたしたいと存じます。これにより、中間配当金20円を含めました当期の年間配当金は、１
株につき50円を予定しております。

備考
この事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年 3月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他

143,859
60,278
36,374
1,757
9,996

20,804
7,364
7,369
△86

80,811
24,342
13,383
4,571
1,139
5,193

53
24,851
11,893
8,130
4,827

31,618
28,509

826
1,890

390

流 動 負 債 27,279
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 11,025
未 払 法 人 税 等 4,861
製 品 保 証 引 当 金 955
そ の 他 10,438

固 定 負 債 2,834
繰 延 税 金 負 債 2,517
退 職 給 付 に 係 る 負 債 254
そ の 他 62

負 債 合 計 30,114
純 資 産 の 部

株 主 資 本 181,624
資 本 金 5,878
資 本 剰 余 金 7,034
利 益 剰 余 金 170,381
自 己 株 式 △1,670

その他の包括利益累計額 12,631
その他有価証券評価差額金 9,779
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 42
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,066

退職給付に係る調整累計額 742
非 支 配 株 主 持 分 300
純 資 産 合 計 194,556

資 産 合 計 224,671 負 債 純 資 産 合 計 224,671
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 136,161
売 上 原 価 85,458

売 上 総 利 益 50,703
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 28,799

営 業 利 益 21,904
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 897
雑 収 入 461 1,358

営 業 外 費 用
支 払 利 息 △0
雑 支 出 38 38
経 常 利 益 23,224

特 別 利 益
固 定 資 産 処 分 益 42
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,773 1,815

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 108
減 損 損 失 828
そ の 他 38 975

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 24,065
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,170
法 人 税 等 調 整 額 △289
当 期 純 利 益 17,183
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 16
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 17,167
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連結株主資本等変動計算書

（ 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 5,878 5,924 157,781 △7,781 161,803
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,567 △4,567
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 17,167 17,167

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1
自 己 株 式 の 処 分 1,109 6,112 7,222
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － 1,109 12,600 6,110 19,820
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 5,878 7,034 170,381 △1,670 181,624

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 5,184 15 961 △369 5,791 343 167,939
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,567
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 17,167

自 己 株 式 の 取 得 △1
自 己 株 式 の 処 分 7,222
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額) 4,595 27 1,105 1,111 6,839 △43 6,796

当連結会計年度変動額合計 4,595 27 1,105 1,111 6,839 △43 26,617
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 9,779 42 2,066 742 12,631 300 194,556
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　　11社
・連結子会社の名称　　　　　　　連結子会社の名称は、事業報告内の「１．企業集団の現況　⑶　重要

な親会社及び子会社の状況」に記載のとおりであります。
・連結の範囲の変更　　　　　　　当連結会計年度より、連結子会社でありましたタワーファクトリー　

ゲーエムベーハーは、2020年８月24日付で連結子会社であるフジ　
ヨーロッパ　コーポレイション　ゲーエムベーハーを存続会社とする
吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、富社（上海）商貿有限公司、昆山之富士機械製造有限公司ならびにフジ　ド　ブラジ

ル　マキナス　インダストリアイス　リミターダの決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に
あたり、フジ　ド　ブラジル　マキナス　インダストリアイス　リミターダについては、同日現在の計算書
類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。富社
（上海）商貿有限公司、昆山之富士機械製造有限公司については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づ
く計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法（定額法）
その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産
・商品及び製品・仕掛品　　　　主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）
・原材料及び貯蔵品　　　　　　主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産　　　　　　　　主として定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法

ロ．無形固定資産
・市場販売用ソフトウエア　　　見込有効期間による定額法
・自社利用ソフトウエア　　　　見込利用可能期間による定額法
・その他の無形固定資産　　　　定額法

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　　連結会計年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとし
ております。

ロ．製品保証引当金　　　　　　　製品の保証期間に発生する当社及び連結子会社の瑕疵による費用の支
出に備えるため、過去の実績額を基礎として経験率を算定し、これを
売上高に乗じた額を計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る資産及び

負債の計上基準
退職給付に係る資産及び負債は、従業員の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産
を控除した額を計上しております。
数理計算上の差異については、発生の翌連結会計年度に一括費用処理
しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部
におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上
しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年
度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。

ロ．消費税等の会計処理　　　　　税抜方式を採用しております。

－ 27 －
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２．表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年
度から適用し、連結注記表に「３．会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

３．会計上の見積りに関する注記
ファスフォードテクノロジ株式会社（以下「ＦＦＴ」といいます。）取得により発生したのれん

・当連結会計年度に計上した金額
11,893百万円

・会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
ＦＦＴ株式の取得対価（21,799百万円）より、取得時に受け入れた資産（13,458百万円）及び引き受け

た負債（5,929百万円）を加減した金額がのれん発生額14,271百万円であります。これを取得時に見込んだ
事業計画に基づく投資回収期間15年間にわたり均等償却しており、当連結会計年度末の未償却残高が
11,893百万円となります。

ＦＦＴの業績は当連結会計年度まで、取得時に見込んだ事業計画を上回って推移しており、減損の兆候は
ございません。従い、のれんの価値は毀損していないものと判断しております。

４．追加情報
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当グループの各拠点においては感染拡大リスク低減のための対応

を実施した上で事業活動を継続しております。新型コロナウイルス感染拡大を契機とするテレワークの普及
などを受け、サーバー・ネットワーク等のインフラ、パソコン、スマートフォン、さらにはこれらを支える
半導体関連分野における設備投資が見込まれます。一方で、新型コロナウイルス感染症は世界的な広がりを
見せ、経済への影響が顕在化しております。現時点では世界経済への影響がしばらく続くことを想定して、
業績予想及び会計上の見積りを行っておりますが、不確実性がさらに高まった場合には、将来における実績
値に基づく結果がこれらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。

５．連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 38,081百万円
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６．連結損益計算書に関する注記
減損損失

当連結会計年度において、当グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
場所 用途 種類

愛知県豊田市 当社豊田事業所のマシンツール事業生産設備 機械装置等

当グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の事業区分を基礎にグルーピングを行っ
ており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、マシンツール事業は経営環境の著しい悪化による収益性の低下により、営業
活動から生ずる損益が継続してマイナスとなったことから、機械装置等の帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失（828百万円）として特別損失に計上しました。

その主な内訳は、機械装置及び運搬具644百万円、建物及び構築物96百万円、工具器具及び備品51百万
円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイ
ナスであることから、その価額は備忘価額としております。

－ 29 －
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７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 97,823千株 －千株 －千株 97,823千株

⑵　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,479千株 0千株 5,089千株 1,390千株

（注）１．株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．株式数の減少5,089千株は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による減少であり

ます。

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年６月26日
定 時 株 主 総 会 普通株式 2,740 30.00 2020年３月31日 2020年６月29日

2020年11月６日
取 締 役 会 普通株式 1,826 20.00 2020年９月30日 2020年12月７日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年６月29日
定 時 株 主 総 会 普通株式 2,892 利益剰余金 30.00 2021年３月31日 2021年６月30日
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８．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

当グループは、資金運用については預金及び満期保有目的債券等に限定し、資金調達については銀行等金
融機関からの借入等による方針であります。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま
た、有価証券及び投資有価証券は主に満期保有目的の債券及び株式であり、定期的に時価の把握を行ってお
ります。

借入金及び社債の使途は事業計画に基づく資金調達であり、長期借入金の金利変動リスクに対して、金利
スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施することとしております。

また、一部国内連結子会社のデリバティブ取引は、外貨建ての営業取引に関わる為替の変動リスクを回避
することを目的とした先物為替予約であります。

なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
⑵　金融商品の時価等に関する事項

2021年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

⑴　現金及び預金 60,278 60,278 －

⑵　受取手形及び売掛金 36,374 36,374 －

⑶　有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 4,600 4,596 △3

その他有価証券 24,779 24,779 －

⑷　支払手形及び買掛金 11,025 11,025 －

⑸　デリバティブ取引(※) 61 61 －

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合に
は（　）で表示しております。
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(注１)　金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
⑴　現金及び預金、ならびに⑵受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑶　有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価
格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額によっております。

⑷　支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑸　デリバティブ取引
時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価額等によっております。

(注２)　非上場株式（連結貸借対照表計上額888百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ
ーを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑶　有価証券
及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 2,014円41銭
⑵　１株当たり当期純利益 184円26銭

１０．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（2021年 3月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他

102,034
33,771

870
32,959
1,000
3,974

15,849
5,963
7,646

79,033
18,001
7,891
1,724
3,990

44
750

3,590
9

7,869
7,556

312
53,163
26,479
24,004

4
1,756

818
99

流 動 負 債 19,084
買 掛 金 7,704
未 払 金 358
未 払 法 人 税 等 4,248
未 払 費 用 3,287
製 品 保 証 引 当 金 794
そ の 他 2,690

固 定 負 債 1,665
繰 延 税 金 負 債 1,639
そ の 他 25

負 債 合 計 20,749
純 資 産 の 部

株 主 資 本 150,539
資 本 金 5,878
資 本 剰 余 金 7,034

資 本 準 備 金 5,413
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,621

利 益 剰 余 金 139,296
利 益 準 備 金 1,450
そ の 他 利 益 剰 余 金 137,846

別 途 積 立 金 54,900
繰 越 利 益 剰 余 金 82,946

自 己 株 式 △1,670
評 価 ・ 換 算 差 額 等 9,779

その他有価証券評価差額金 9,779
純 資 産 合 計 160,318

資 産 合 計 181,068 負 債 純 資 産 合 計 181,068
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損　益　計　算　書

（ 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 113,886
売 上 原 価 75,730

売 上 総 利 益 38,156
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,866

営 業 利 益 18,289
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 945
雑 収 入 389 1,335

営 業 外 費 用
支 払 利 息 △4
雑 支 出 27 23
経 常 利 益 19,601

特 別 利 益
固 定 資 産 処 分 益 28
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,773 1,801

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 101
減 損 損 失 828
そ の 他 38 968

税 引 前 当 期 純 利 益 20,435
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,840
法 人 税 等 調 整 額 △296
当 期 純 利 益 14,891

－ 34 －
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株主資本等変動計算書

（ 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 5,878 5,413 511 5,924 1,450 54,900 72,622 128,972 △7,781 132,994

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,567 △4,567 △4,567

当 期 純 利 益 14,891 14,891 14,891

自 己 株 式 の 取 得 △1 △1

自 己 株 式 の 処 分 1,109 1,109 6,112 7,222
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 (純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,109 1,109 － － 10,324 10,324 6,110 17,544

当 期 末 残 高 5,878 5,413 1,621 7,034 1,450 54,900 82,946 139,296 △1,670 150,539

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 5,185 5,185 138,179

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △4,567

当 期 純 利 益 14,891

自 己 株 式 の 取 得 △1

自 己 株 式 の 処 分 7,222
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 4,594 4,594 4,594

当 期 変 動 額 合 計 4,594 4,594 22,138

当 期 末 残 高 9,779 9,779 160,318
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　子会社株式及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法
②　満期保有目的の債券　　　　　　　　償却原価法（定額法）
③　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　　　事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
④　たな卸資産

・商品及び製品・仕掛品　　　　　　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法によ
り算定）

・原材料及び貯蔵品　　　　　　　　　移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　　　　定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法

②　無形固定資産
・市場販売用ソフトウエア　　　　　　見込有効期間による定額法
・自社利用ソフトウエア　　　　　　　見込利用可能期間による定額法
・その他の無形固定資産　　　　　　　定額法

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　事業年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する
こととしております。

②　製品保証引当金　　　　　　　　　　製品の保証期間に発生する当社の瑕疵による費用の支出に備える
ため、過去の実績額を基礎として経験率を算定し、これを売上高
に乗じた額を計上しております。

③　退職給付引当金（前払年金費用）　　従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上
の差異については、発生の翌事業年度に一括費用処理しておりま
す。
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⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　退職給付に係る会計処理　　　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連

結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
②　消費税等の会計処理　　　　　　　　税抜方式を採用しております。

２．追加情報
新型コロナウイルス感染症の影響については、「連結注記表　４．追加情報」に同一の内容を記載してお

りますので、記載を省略しております。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 32,634百万円
⑵　関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 6,617百万円
短期金銭債務 1,583百万円
長期金銭債務 9百万円

－ 37 －
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４．損益計算書に関する注記
⑴　関係会社との取引高

売上高 13,062百万円
仕入高 550百万円
その他の営業費用 14,869百万円
営業取引以外の取引高 187百万円

⑵　減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

愛知県豊田市 豊田事業所のマシンツール事業生産設備 機械装置等

当社は、原則として、事業用資産については管理会計上の事業区分を基礎にグルーピングを行っており、
遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、マシンツール事業は経営環境の著しい悪化による収益性の低下により、営業活動
から生ずる損益が継続してマイナスとなったことから、機械装置等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失（828百万円）として特別損失に計上しました。

その主な内訳は、機械装置及び運搬具644百万円、建物及び構築物96百万円、工具器具及び備品51百万
円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイ
ナスであることから、その価額は備忘価額としております。

－ 38 －
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 6,479千株 0千株 5,089千株 1,390千株

（注）１．株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．株式数の減少5,089千株は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による減少であり

ます。

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
未払費用 872百万円
たな卸資産評価損 651百万円
減損損失 458百万円
関係会社出資金評価損 446百万円
投資有価証券評価損 425百万円
未払事業税 262百万円
製品保証引当金 243百万円
その他 100百万円
繰延税金資産小計 3,459百万円
評価性引当額 △1,090百万円
繰延税金資産合計 2,368百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 △3,758百万円
前払年金費用 △250百万円
繰延税金負債合計 △4,008百万円
繰延税金資産(負債)の純額 △1,639百万円
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７．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

(百 万 円 ) 科 目 期 末 残 高
(百 万 円 )

子会社 フ ジ 　 ア メ リ カ
コ ー ポ レ イ シ ョ ン

所有
直接100％

当社製品の
販売

電子部品
実装ロボット
の販売

（注）
4,990 売掛金 2,110

子会社
フ ジ 　 ヨ ー ロ ッ パ
コ ー ポ レ イ シ ョ ン
ゲ ー エ ム ベ ー ハ ー

所有
直接100％

当社製品の
販売

電子部品
実装ロボット
の販売

（注）
5,753 売掛金 2,169

子会社 株 式 会 社 エ デ ッ ク
リ ン セ イ シ ス テ ム

所有
直接100％

当社製品
関連ユニッ
トの製造

電子部品
実装ロボット
関連ユニット
の製造委託

（注）

11,057 買掛金
未払費用 1,058

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）　価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,662円49銭
⑵　１株当たり当期純利益 159円83銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月10日
株式会社ＦＵＪＩ

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 家 德 子 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 原 正 英 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＦＵＪＩの2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算

書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＦＵＪＩ及び連結子会

社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連

結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ

には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手

続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に

応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性

を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項
が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の
重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響
を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月10日
株式会社ＦＵＪＩ

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 家 德 子 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 原 正 英 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＦＵＪＩの2020年４月１日から2021年３月31日までの第75期事業年度の

計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計

算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理

的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐
疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手

続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性

を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切
でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の
重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響
を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第75期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各
監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。
①取締役会、経営業務執行会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則
第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２． 監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月10日
株 式 会 社 Ｆ Ｕ Ｊ Ｉ 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 畔 柳 泰 明 ㊞
社 外 監 査 役 松 田 茂 樹 ㊞
社 外 監 査 役 山 　 下 　 佳 代 子 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、将来の事業展開に伴う資金需要に配慮しつ

つ、株主の皆様への継続的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、安定配当の維
持に努めてまいります。内部留保金は、デジタル革命を先取りした次世代型製品の開発や生産体制
の構築等、さらなる成長・拡大のための積極的な投資に役立てるとともに、事業体質の改善・強化
に充当する所存であります。

第75期の期末配当につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、以下のとおりといたし
たいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
　　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金30円といたしたいと存じます。
　　なお、この場合の配当総額は2,892,992,880円となります。
　　この結果、中間配当金20円を含めました当期の年間配当金は、１株につき50円となります。
③　剰余金の配当が効力を生じる日
　　2021年６月30日（水曜日）といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役８名選任の件
現在の取締役８名全員は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締

役３名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名 当社における地位及び主な担当

１ 再任 そ
曽

が
我

のぶ
信

ゆき
之 代表取締役会長

２ 再任 す
須

はら
原

しん
信

すけ
介 代表取締役社長

３ 再任 え
江

ざき
崎

 
　

はじめ
一

取締役　常務執行役員
マシンツール事業本部本部長

４ 再任 すぎ
杉

うら
浦

まさ
昌

あき
明

取締役　常務執行役員
ロボットソリューション事業本部本部長

５ 再任 か
加

のう
納

じゅん
淳

いち
一

取締役　執行役員
経営管理部部長、経理部部長

６ 再任 か わ い
川　合

のぶ
伸

こ
子 社外取締役 社外取締役

独立役員

７ 再任 たま
玉

だ
田

ひで
秀

あき
彰 社外取締役

社外取締役
独立役員

８ 再任 みず
水

の
野

しょう
象

じ
司 社外取締役

社外取締役
独立役員
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

そ
曽

が
我

のぶ
信

ゆき
之

(1952年２月26日生)

1975年４月 当社入社

25,969株

1997年４月 当社経営企画室室長
2006年４月 当社ハイテック事業本部事業企画室室長
2007年６月 当社取締役　執行役員
2008年６月 当社取締役　常務執行役員
2009年６月 当社代表取締役社長
2019年６月 当社代表取締役会長（現任）

（取締役候補者とした理由）
候補者は、2019年から代表取締役会長として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、事業の拡大
にも貢献してまいりました。また、中期経営計画を策定、推進し、企業価値の向上にも取り組んでお
り、引き続き取締役候補といたしました。

２

す
須

はら
原

しん
信

すけ
介

(1957年10月３日生)

1981年４月 当社入社

6,422株

2004年４月 当社精機事業本部第一開発部部長
2008年６月 当社執行役員　ハイテック事業本部副本部

長、第一技術統括部部長
2010年６月 当社取締役　執行役員
2012年６月 当社取締役　常務執行役員
2013年６月 当社取締役　常務執行役員　ハイテック事

業本部（現　ロボットソリューション事業
本部）本部長

2015年６月 当社取締役　専務執行役員
2018年６月 当社取締役　副社長執行役員
2019年６月 当社代表取締役社長　ロボットソリューシ

ョン事業本部本部長
2020年６月 当社代表取締役社長（現任）

（取締役候補者とした理由）
候補者は、開発部部長、技術統括部部長、ロボットソリューション事業本部本部長等を歴任し、2019
年からは代表取締役社長として会社の業務を執行してまいりました。候補者がその経歴を通じて培っ
た経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役候補といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３

え
江

ざき
崎

 
　

はじめ
一

(1957年10月５日生)

1980年４月 日綿實業株式会社（現　双日株式会社）入社

4,554株

2003年11月 当社入社
2007年４月 当社ハイテック事業本部海外統括部第二海

外営業部部長
2011年６月 当社執行役員　経営企画室室長
2014年３月 当社執行役員　市場戦略部部長
2015年６月 当社取締役　執行役員
2018年１月 当社取締役　執行役員　工作機械事業本部

（現　マシンツール事業本部）副本部長、
営業部部長

2019年６月 当社取締役　常務執行役員
2020年６月 当社取締役　常務執行役員　マシンツール

事業本部本部長、営業部部長（現任）
　[重要な兼職の状況]

フジ　マシン　アメリカ　コーポレイション　会長
昆山之富士機械製造有限公司　董事長

（取締役候補者とした理由）
候補者は、営業部部長、経営企画室室長、市場戦略部部長等を歴任し、営業・広報における豊富な業
務経験を有しております。候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるもの
と判断し、引き続き取締役候補といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

４

すぎ
杉

うら
浦

まさ
昌

あき
明

(1961年８月10日生)

1986年４月 当社入社

3,522株

1993年４月 当社欧州駐在員事務所所長
2004年４月 フジ　マシン　マニュファクチュアリング

（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー社長
2011年４月 当社ハイテック事業本部営業統括部第三営

業部部長
2015年４月 当社執行役員　ハイテック事業本部（現　

ロボットソリューション事業本部）第一営
業部部長

2018年６月 当社取締役　執行役員　ロボットソリュー
ション事業本部副本部長、第一営業部部長

2020年６月 当社取締役　常務執行役員　ロボットソリ
ューション事業本部本部長（現任）

　[重要な兼職の状況]
富社（上海）商貿有限公司　董事長
フジ　インディア　コーポレイション　プライベート　
リミテッド　会長

（取締役候補者とした理由）
候補者は、子会社の社長、営業部部長等を歴任し、営業における豊富な業務経験を有しております。
候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役
候補といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

５

か
加

のう
納

じゅん
淳

いち
一

(1963年４月17日生)

1986年４月 オーエスジー販売株式会社（現　オーエス
ジー株式会社）入社

2,086株

1987年２月 当社入社
2012年４月 当社ハイテック事業本部営業統括部第二営

業部部長、フジ　アメリカ　コーポレイシ
ョン会長

2015年４月 当社ハイテック事業本部第二営業部部長、
フジ　アメリカ　コーポレイション会長、
フジ　マシン　マニュファクチュアリング
（ヨーロッパ）ゲーエムベーハー会長

2017年４月 当社秘書部部長
2017年７月 当社執行役員　秘書部（現　経営管理部）

部長
2020年６月 当社取締役　執行役員
2020年９月 当社取締役　執行役員　経営管理部部長、

経理部部長（現任）
（取締役候補者とした理由）
候補者は、営業部部長、子会社の会長等を歴任し、営業・広報における豊富な業務経験を有しており
ます。候補者がその経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き
取締役候補といたしました。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

６

か わ い
川　　合

のぶ
伸

こ
子

(1961年12月５日生)

社 外 取 締 役
独 立 役 員

1992年４月 弁護士登録
西村眞田法律事務所入所

1,710株

1998年４月 川合伸子法律事務所設立（代表者）（現任）
2002年 4 月 公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱

託（現任）
2009年４月 愛知県弁護士会副会長
2012年４月 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科

教授
2015年６月 当社社外取締役（現任）

　[重要な兼職の状況]
川合伸子法律事務所　代表者
イビデン株式会社　社外取締役（2021年６月18日退任予
定）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護
士としての専門知識・経験等を活かし、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を
果たしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補といたしました。また、同氏が選任され
た場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立
的立場で関与いただく予定です。
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

７

たま
玉

だ
田

ひで
秀

あき
彰

(1947年１月２日生)

社 外 取 締 役
独 立 役 員

1970年４月 三洋電機株式会社入社

2,065株
1995年５月 SANYO ENERGY EUROPE社長
2006年10月 SANYO EUROPE社長
2011年11月 TONG SAN ELECTRIC CO. LTD顧問
2019年６月 当社社外取締役（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
候補者は、国内及び海外での豊富な営業経験と経営者としての知見を得ております。その経験を活か
し、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、
引き続き社外取締役候補といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当
社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

８

みず
水

の
野

しょう
象

じ
司

(1955年２月28日生)

社 外 取 締 役
独 立 役 員

1977年４月 丸文株式会社入社

373株

2005年３月 丸文セミコン株式会社代表取締役社長
2011年６月 丸文株式会社代表取締役専務取締役
2012年１月 丸文株式会社代表取締役副社長
2013年６月 丸文株式会社代表取締役社長
2020年１月 丸文株式会社取締役相談役
2020年６月 当社社外取締役（現任）

　[重要な兼職の状況]
ミカサ商事株式会社　社外取締役（2021年６月22日就任
予定）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
候補者は、豊富な営業経験と経営者としての知見を得ております。その経験を活かし、当社の経営事
項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外取締
役候補といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の
選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．社外取締役候補者に関する事項

①　川合伸子、玉田秀彰及び水野象司の各氏は、社外取締役候補者であります。
②　川合伸子、玉田秀彰及び水野象司の各氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役

としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって川合伸子氏が６年、玉田秀彰氏が２年、
水野象司氏が１年となります。

③　川合伸子、玉田秀彰及び水野象司の各氏は、当社との間で、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏の再任が承認され
た場合、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、いずれも法令が定める額としております。

④　当社は、川合伸子、玉田秀彰及び水野象司の各氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定め
に基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。

３．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職
務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任し
た場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。

４．各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2021年３月31日）現在の株式数を記載しております。
また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
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第３号議案　監査役１名選任の件
監査役松田茂樹氏は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて監

査役１名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

まつ
松

だ
田

しげ
茂

き
樹

(1961年５月21日生)

社 外 監 査 役
独 立 役 員

1986年10月 監査法人　丸の内会計事務所（現　有限責任
監査法人　トーマツ）入所

11,846株

1990年３月 公認会計士登録
1993年12月 税理士登録
1994年１月 松田公認会計士事務所設立（代表者）（現

任）
2004年１月 税理士法人あいき設立（代表者）（現任）
2012年４月 国立大学法人名古屋工業大学監事
2013年６月 当社社外監査役（現任）

　[重要な兼職の状況]
ローランドディー.ジー.株式会社　社外監査役

（社外監査役候補者とした理由）
候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・
税理士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、引き続き監査
役候補といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．社外監査役候補者に関する事項

①　松田茂樹氏は、社外監査役候補者であります。
②　松田茂樹氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本定時株主

総会の終結の時をもって８年となります。
③　松田茂樹氏は、当社との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との間の当該契
約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とし
ております。

④　当社は、松田茂樹氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、各取引所に届け出ております。
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３．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職
務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害を当該保険契約によって塡補することとしております。候補者が監査役に選任され就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で
の更新を予定しております。

４．候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2021年３月31日）現在の株式数を記載しております。
また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするも

のであります。
なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりそ

の選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

あ
安

べ
部

まさ
正

あき
明

(1960年10月31日生)

補 欠 社 外 監 査 役
独 立 役 員

1990年４月 公認会計士登録

－株
1992年４月 公認会計士安部正明事務所設立（代表者）
1992年11月 税理士登録

安部正明税理士事務所設立（代表者）
2011年12月 税理士法人安部会計設立（代表者）（現任）

（補欠社外監査役候補者とした理由）
候補者は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士としての専門知識・経験等
を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、引き続き補欠監査役候補といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠社外監査役候補者に関する事項

①　安部正明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
②　安部正明氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、法令が定める額としております。

③　安部正明氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。
３．当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職

務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害を当該保険契約によって塡補することとしております。候補者が監査役に就任した場合は、
当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。
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第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬額は、2008年６月27日開催の第62期定時株主総会において、年額450百万

円以内とご承認いただいております。
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対

象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内にて、対象取締
役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権と
し、その総額は、年額90百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と
いたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決
定することといたします。

なお、現在の取締役は８名（うち社外取締役３名）であり、第２号議案のご承認が得られた場合
でも対象取締役の員数に変更はありません。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を
現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより
発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内（ただし、本議案が承認可決された
日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行わ
れた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な
事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所にお
ける当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）
を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会
において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分ならびにその現物出資財産
としての金銭報酬債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制
限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結することを条件とします。また、本議案
における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象
取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報
酬等の内容に係る決定方針（なお、当該方針の内容は、当社の第75期事業報告書15～17ページを
ご参照ください。）、その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。
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【本割当契約の内容の概要】
（１）譲渡制限期間

対象取締役は、当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）の払込期日から当社の取
締役会が予め定める地位を退任する直後の時点までの期間（以下「譲渡制限期間」という。）、
本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」
という。）。

（２）退任時の取扱い
対象取締役が、当社の取締役会が予め定める期間（以下「役務提供期間」という。）の満

了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、正当な理由
がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

（３）譲渡制限の解除
上記（１）の定めに関わらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して当社の

取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制
限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が正当な理由
により、役務提供期間が満了する前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合、又
は、当該対象取締役が、役務提供期間の満了後においても、譲渡制限期間の満了前に正当な
理由以外の理由により、当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を
解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上
記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていな
い本割当株式を当然に無償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い
上記（１）の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契

約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事
項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さな
い場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、
譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める
数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。ま
た、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解
除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以　上

－ 57 －

譲渡制限付株式の付与のための報酬議案



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場　愛知県知立市山町茶碓山19番地

当社本店　７階大ホール

ホテルクラウン
パレス知立

知立駅前

藤田屋

至名古屋

西町

155

１

宮腰

宮腰東

至豊田南インター

至
名
古
屋

知立駅北

知立駅前

知立市役所至刈谷

中町

山町

山町北

至豊田

至豊田

至岡崎
至豊橋
御林

交番交番

ホテルクラウン
パレス知立

株主総会会場
当社本店
７階大ホール

三菱UFJ
銀行

名鉄知立駅

名
鉄
三
河
線

名鉄三河
線

名鉄名古屋本線

Ｎ

藤田屋

交　通
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